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『
万
葉
集
』
巻
一
・
七
六
番
歌
に
お
け
る
「
物
部
乃
大
臣
」
の
再
検
討

　
　
　
　
　
　
―
律
令
制
大
臣
研
究
の
前
提
と
し
て

―
土

　
　
居

　
　
嗣

　
　
和

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、『
万
葉
集
』
巻
一
に
み
え
る
元
明
天
皇
御
製
歌
の
な
か
の
、「
大
臣
」
と
い
う
語
の
訓
及
び
解
釈
を
通
じ
て
、「
大
臣
」
な
る

語
が
当
該
歌
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、当
時
の
「
大
臣
」
な
る
語
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、

も
っ
て
律
令
制
大
臣
（
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
）
の
成
立
事
情
を
考
察
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
き
に
筆
者
は
、『
日
本
書
紀
』
諸
写
本
に
お
い
て
「
大
臣
」
と
い
う
語
に
は
「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」
と
い
う
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

「
オ
ホ
オ
ミ
」
と
い
う
訓
は
江
戸
時
代
の
国
学
研
究
で
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
律
令
制
下
と
の
差
異
を
強
調
す
る
た
め
に
設

定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
（
１
）

。
本
稿
は
そ
の
折
に
課
題
と
し
た
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
「
大
臣
」「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」
な

る
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
。

　
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
は
、
律
令
国
家
の
機
構
整
備
が
進
み
つ
つ
あ
る
時
期
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
に
、
元
明
天
皇
は
次
の

よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
本
文
は
西
本
願
寺
本
に
よ
る
）。

　
和
銅
元
年
戊
申
、
天
皇
御
製
。
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大
夫
之
　
鞆
乃
音
為
奈
利
　
物
部
乃
　
大
臣
　
楯
立
良
思
母
　
　（
巻
一
・
七
六
）

　『
万
葉
集 

訳
文
篇
』（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
。

ま
す
ら
を
の
　
鞆
の
音
す
な
り
　
も
の
の
ふ
の
　

大
お
ほ
ま
へ
つ
ぎ
み

臣

　
楯
立
つ
ら
し
も

　
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
早
く
吉
永
登
氏
が
「『
楯
立
つ
ら
し
も
』
の
背
後
に
あ
る
も
の
」
に
お
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
歌
意
は
、

兵
士
た
ち
の
鞆
の
音
が
聞
え
る
よ
。
さ
て
は
物
部
大
臣
石
上
麻
呂
の
命
に
よ
っ
て
諸
門
が
固
め
ら
れ
て
い
る
ら
し
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
２
）

。
そ
の
上
で
氏
は
、「
物
部
乃
大
臣
」
＝
石
上
麻
呂
が
遷
都
を
推
進
す
る
中
で
人
民
に
無
理
を
強
い

て
い
る
こ
と
に
、
元
明
天
皇
が
悔
恨
の
情
を
感
じ
る
中
で
歌
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
検
討
方
法
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
該
歌
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
「
物
部
乃
大
臣
」
と
い
う
語
の
訓
お
よ
び
そ
の
解
釈
が

極
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
吉
永
氏
の
場
合
は
、
当
該
部
分
を
「
も
の
の
べ
の
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」
と
訓
み
、「
物
部
」
が
石

上
氏
の
旧
称
で
あ
り
、「
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」
が
律
令
制
大
臣
の
訓
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
時
の
右
大
臣
（
三
月
以
降
で
あ

れ
ば
左
大
臣
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
、
こ
れ
を
省
略
す
る
）
で
あ
る
石
上
麻
呂
を
さ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
歌
全
体
を
解
釈
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
吉
永
氏
以
降
に
出
さ
れ
た
当
該
歌
に
つ
い
て
の
論
考
も
、
基
本
的
に
吉
永
氏
の
見
解
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
３
）

。

　
し
か
し
他
の
注
釈
で
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
物
部
乃
大
臣
」
を
『
万
葉
集

訳
文
篇
』
の
よ
う
に
「
も
の

の
ふ
の
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」
と
訓
み
、
武
官
の
う
ち
の
高
位
の
者
を
さ
す
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
た
歌
全
体
の
解

釈
に
つ
い
て
は
後
に
言
及
す
る
が
、
写
本
お
よ
び
諸
注
釈
書
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
説
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、「
物
部
乃
大
臣
」
や
「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
、吉
永
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、

諸
写
本
・
諸
注
釈
書
の
見
解
を
再
検
討
し
た
う
え
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
な
お
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
大

臣
」
と
い
う
語
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
歌
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
律
令
制
大
臣
が
日
本
に
お
い
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て
ど
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
上
で
も
有
効
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　
以
上
よ
り
、
本
稿
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
当
該
歌
の
再
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
諸
写
本
・
諸
注
釈
書
に
み
え
る

「
物
部
乃
大
臣
」
に
つ
い
て
の
訓
お
よ
び
見
解
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
主
た
る
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、「
物
部
乃
大
臣
」
の

訓
を
通
じ
て
そ
の
解
釈
お
よ
び
歌
全
体
の
意
味
を
考
察
し
、
お
わ
り
に
日
本
古
代
に
お
け
る
「
大
臣
」「
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」
の
示
す
と

こ
ろ
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、「
物
部
乃
大
臣
」
の
訓
と
解
釈

　
ま
ず
『
校
本
万
葉
集
』
に
見
え
る
、「
物
部
乃
」
に
つ
い
て
の
諸
本
の
訓
を
整
理
す
る
（
４
）

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
「
大
臣
」
の

訓
に
つ
い
て
は
、「
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」「
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」
の
異
同
で
あ
っ
て
大
差
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
く
。

　（
Ａ
）
も
の
の
ふ
の

　
　
元
、
冷
、
広
、
古
　
　
紀
、
宮
、
細
、
西
、
文
、
矢
、
京
、
無
、
附
、
寛

　（
Ｂ
）
も
の
の
へ
の

　
　
類

　
つ
ぎ
に
注
釈
書
に
見
え
る
訓
の
見
解
に
つ
い
て
、
同
様
の
整
理
を
行
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　（
Ａ
）
も
の
の
ふ
の

考
、
拾
穂
抄
、
略
解
、
燈
、
攷
証
、
古
義
、
新
考
（
安
藤
）、
註
疏
、
美
夫
君
志
、
新
考
（
井
上
）、
講
義
、
全
釈
、
総
釈
、
精
考
、

評
釈
（
金
子
）、
秀
歌
、
評
釈
（
窪
田
）、
全
註
釈
（
初
版
・
増
訂
版
）、
評
釈
（
佐
佐
木
）、
文
学
大
系
、
注
釈
、
文
学
全
集
、
新
文

学
全
集
、
和
歌
大
系
、
新
文
学
大
系
、
全
歌
講
義
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　（
Ｂ
）
も
の
の
へ
の

代
匠
記
（
初
稿
・
精
撰
）、
僻
案
抄
、
檜
嬬
手
、
私
注
、
新
潮
集
成
、
全
注
、
釈
注
、
全
解

　
以
上
よ
り
、
写
本
の
中
で
は
類
聚
古
集
に
し
か
見
ら
れ
な
い
「
も
の
の
へ
の
」
と
い
う
訓
が
、
注
釈
書
中
で
は
少
な
か
ら
ず
採
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
注
釈
書
の
か
か
る
見
解
は
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
を
端
緒
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　「
物
部
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
歌
を
含
め
『
万
葉
集
』
中
に
一
一
例
見
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
伊
藤

博
氏
は
『
全
注
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
５
）

。

「
物
部
」
は
歌
詞
に
お
い
て
は
、
モ
ノ
ノ
フ
（
朝
廷
に
仕
え
る
諸
々
の
部
族
）
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
も
そ
う
訓
む

の
が
一
般
。
し
か
し
、
モ
ノ
ノ
フ
と
訓
む
べ
き
例
は
、
大
部
分
、「
八
十
伴
の
緒
」「
八
十
氏
」「
八
十
」「
氏
」
を
下
に
伴
う
。
目
下

の
例
と
３
・
三
六
九
だ
け
は
異
な
り
（
中
略
）
別
扱
い
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
巻
三
・
三
六
九
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

物
部
の
臣
の
壮
士
は
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
聞
く
と
い
ふ
も
の
そ

　
た
し
か
に
当
該
歌
と
巻
三
・
三
六
九
歌
は
、「
物
部
の
」
と
い
う
語
が
、
枕
詞
以
外
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
注
目
す
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
「
物
部
」
を
「
武
を
職
と
す
る
者
」（
６
）

と
み
て
も
意
味
は
通
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に

氏
族
名
た
る
「
モ
ノ
ノ
ベ
」
に
固
定
し
て
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
当
該
歌
に
お
い
て

も
「
物
部
乃
大
臣
」
を
わ
ざ
わ
ざ
石
上
麻
呂
に
固
定
さ
せ
て
考
え
る
必
然
性
は
あ
ま
り
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
問
題
と
な
る
二
首
に
見
え
る
「
物
部
」
は
、「
モ
ノ
ノ
フ
」
と
訓
む
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
江
戸
期
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
の
吉
永
氏
や
伊
藤
氏
の
よ
う
に
、

「
物
部
」
を
「
モ
ノ
ノ
ヘ
」
と
す
べ
き
と
い
う
見
解
は
、
さ
き
に
述
べ
た
如
く
契
沖
が
そ
の
嚆
矢
を
放
っ
て
い
る
。
そ
の
見
解
は
、『
万
葉

代
匠
記
』
精
撰
本
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。
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物
部
ヲ
モ
ノ
ヽ
フ
ト
ヨ
メ
ル
ハ
此
ニ
テ
ハ
誤
ナ
リ
。
モ
ノ
ヽ
ヘ
ト
ヨ
ム
ヘ
シ
。
モ
ノ
ヽ
フ
ハ
武
勇
ノ
者
ノ
総
名
、
モ
ノ
ヽ
ヘ
ハ
ヒ

ト
ツ
ノ
氏
ノ
名
、
則
上
ノ
石
上
麿
大
臣
ノ
下
ニ
云
カ
ゴ
ト
シ
。
饒
速
日
命
ノ
裔
、
石
上
榎
井
両
氏
ニ
分
レ
テ
共
ニ
大
嘗
会
ノ
楯
戟
ヲ

立
ツ
コ
ト
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
氏
ナ
リ
。
大
臣
ト
ハ
石
上
朝
臣
麿
ナ
リ
。
此
時
左
大
臣
正
二
位
ナ
レ
ハ
、
物
部
氏
ニ
シ
テ
大
臣
ト
云
ル
明

ナ
ル
事
ナ
リ
。（
中
略
）
此
ヲ
以
思
フ
ニ
、
神
事
ヲ
ツ
ヽ
シ
ミ
思
召
ス
故
ニ
カ
ク
ハ
ヨ
マ
セ
給
フ
ナ
ル
ヘ
シ
。

　
契
沖
の
主
張
は
、「
モ
ノ
ノ
フ
」
と
い
う
訓
を
否
定
し
、
こ
こ
で
は
「
モ
ノ
ノ
ヘ
」
と
訓
む
こ
と
で
、
大
嘗
会
の
場
に
あ
っ
て
楯
を
立

て
る
石
上
麻
呂
の
姿
を
読
み
取
る
べ
き
と
し
、
当
該
歌
は
元
明
天
皇
が
神
事
を
慎
み
思
う
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
こ
か
ら
は
「
物
部
の
大
臣
」
＝
右
大
臣
石
上
麻
呂
と
い
う
見
解
と
大
嘗
会
に
お
け
る
物
部
氏
の
儀
礼
関
与
を
不
可
分
の
も
の
と
み

な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
方
、「
物
部
乃
大
臣
」
を
石
上
麻
呂
と
み
な
い
で
、
武
官
の
高
官
と
す
る
説
は
、
賀
茂
真
淵
が
『
万
葉
考
』
で
示
し
た
見
解
が
最
初

と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
物
部
乃
大
臣
」
を
「
御
軍
の
大
将
」
を
指
す
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
歌
全
体
を
解
釈
し
て
い
る
（
８
）

。

　
御
軍
の
調
練
す
る
と
き
と
見
ゆ
れ
ば
、
楯
を
立
る
事
も
と
よ
り
也
。
さ
て
此
御
時
み
ち
の
く
・
越
後
の
蝦
夷
ら
が
叛
き
ぬ
れ
ば
、

う
て
の
使
を
遣
は
さ
る
。
そ
の
御
軍
の
手
な
ら
し
を
京
に
て
あ
る
に
、
鼓
吹
の
こ
ゑ
、
鞆
の
音
な
ど
、〈
弓
弦
の
と
も
に
あ
た
り
て

鳴
音
也
、〉
か
し
か
ま
し
き
を
聞
し
召
て
、
御
位
の
初
め
に
事
有
を
な
げ
き
お
も
ほ
す
御
心
よ
り
、
か
く
は
よ
み
ま
せ
し
な
る
べ
し
。

（
中
略
）

　
此
度
の
大
将
軍
は
、
巨
勢
麻
呂
、
佐
伯
石
湯
二
人
な
れ
ば
右
の
物
部
は
氏
に
あ
ら
ず
。
故
も
の
ゝ
ふ
と
よ
み
、
大
臣
と
書
し
も
、

そ
の
将
軍
を
の
た
ま
は
す
る
也
。【（
頭
書
）
或
人
は
大
嘗
祭
の
時
の
御
歌
な
ら
ん
と
い
へ
ど
、
大
嘗
に
神
楯
は
あ
れ
ど
、
弓
は
射
ね

ば
、
鞆
の
音
よ
し
な
し
、
さ
て
は
御
こ
た
へ
歌
を
と
く
べ
き
よ
し
も
な
し
。】

　
頭
書
に
見
え
る
或
人
説
が
契
沖
の
見
解
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
真
淵
説
は
（
直
接
か
間
接
か
は
判
然
と
し
な
い
が
）
契
沖
説
の
批
判

と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
物
部
の
大
臣
」
＝
武
官
の
長
官
（
大
将
軍
な
ど
）
と
し
、
軍
事



―42―

教
練
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
ま
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
該
時
期
の
将
軍
と
し
て
、
巨
勢
麻
呂
、
佐
伯

石
湯
の
二
名
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
和
銅
二
年
の
蝦
夷
征
討
に
あ
た
っ
て
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
も
見
え

て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
賀
茂
真
淵
も
右
の
よ
う
に
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
後
に
示
さ
れ
る
見
解
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
か
を
と
る
と
い
う
形
に
終
始
し
て
い
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
吉
永
説

に
つ
い
て
も
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
楯
を
立
て
た
と
い
う
点
を
、
遷
都
に
先
立
っ
て
警
護
を
敷
い
た
と
い
う
点
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
っ

て
、
契
沖
説
に
親
和
的
な
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
現
在
ま
で
の
諸
写
本
・
諸
注
釈
書
に
み
え
る
代
表
的
な
説
を
概
観
し
た
。
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
当
該
歌
を
理
解
で
き
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
是
と
す
べ
き
か
判
然
と
し
な
い
状
況
で
あ
る
。『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
が
、「
も
の
の
ふ
の
大
臣
」

と
訓
み
つ
つ
も
、「
大
臣
が
楯
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
か
、
不
明
。
東
国
警
備
の
た
め
の
兵
士
の
訓
練
、
衛

府
の
警
衛
の
た
め
の
試
射
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、
疑
わ
し
い
」
と
し
、
訳
も
「
も
の
の
ふ
の
大
臣
た
ち
」
と
通
釈
し
て
判
断
を
保
留
し

て
い
る
こ
と
（
９
）

は
、
か
か
る
事
情
を
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
こ
こ
で
概
観
し
た
二
説
、
す
な
わ
ち
、「
物
部
の
大
臣
」
は
右
大
臣
の
石
上
麻
呂
で
あ
る
と
す
る
契
沖
説
、

大
将
軍
な
ど
武
官
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
賀
茂
真
淵
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
特
に
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
で
あ
ま
り
用
い

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
制
度
史
・
政
治
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
も
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
契
沖
説
の
検
討
（
附
・
吉
永
説
の
検
討
）

　
契
沖
説
の
要
点
は
、
石
上
氏
が
か
つ
て
物
部
氏
を
称
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
何
ら
か
の
氏
族
代
々
の
負
っ
た
職
務
を
行
う

た
め
に
、
あ
え
て
旧
称
で
あ
る
物
部
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
和
銅
元
年
に
詠
ま
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
歌
は
元
明
天
皇
即
位
に
か
か
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る
大
嘗
祭
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
沖
説
の
当
否
は
、
こ
の
二
点
の

吟
味
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
石
上
麻
呂
が
か
つ
て
楯
を
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
知
ら
れ
る
（
10
）

。

春
正
月
戊
寅
朔
、
物
部
麻
呂
朝
臣
樹
二

大
盾
一

、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
読
二

天
神
寿
詞
一

。
畢
忌
部
宿
禰
色
夫
知
、
奉-

二

上
神
璽
剣
・

鏡
於
皇
后
一

。
皇
后
即
天
皇
位
。
公
卿
・
百
寮
、
羅
列
匝
拝
、
而
拍
レ

手
焉
。

　
す
な
わ
ち
持
統
天
皇
即
位
に
際
し
て
、
物
部
麻
呂
＝
石
上
麻
呂
が
大
盾
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
か
ら
「
石

上
」
と
記
載
さ
れ
る
石
上
麻
呂
が
、
持
統
天
皇
四
年
に
「
物
部
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
は
「
持
統
即
位
に
際
し
（
中
略
）

古
く
か
ら
の
習
わ
し
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
（
11
）

。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
形
で
、
石
上
麻
呂
が
即
位
の
儀
な
ど
と
い
っ
た
伝
統
的
場
面
に
つ
ね
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
歌

の
「
物
部
」
も
ま
た
「
も
の
の
べ
」
と
訓
み
、「
物
部
乃
大
臣
」
を
石
上
麻
呂
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
次
の
文
武
天
皇
の
即
位
に
お
い
て
は
、
石
上
麻
呂
が
大
嘗
祭
に
関
与
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
『
続
日
本

紀
』
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
十
一
月
己
卯
（
二
十
三
）
条
に
は
、

大
嘗
。
直
広
肆
榎
井
朝
臣
倭
麻
呂
竪
二

大
楯
一

、
直
広
肆
大
伴
宿
禰
手
拍
竪
二

楯
桙
一

。
賜
二

神
祇
官
人
、
及
供
レ

事
尾
張
・
美
濃
二
国

郡
司
百
姓
等
物
一

各
有
レ

差
。

と
あ
り
（
12
）

、
も
と
も
と
物
部
氏
で
あ
っ
た
榎
井
氏
の
関
与
は
み
ら
れ
る
が
、
石
上
氏
は
こ
こ
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
後
世
史
料
に
な
る
が
、『
貞
観
儀
式
』
巻
三
・
践
祚
大
嘗
祭
儀
中
に
は
、

石
上
・
榎
井
二
氏
人
各
二
人
、〈
著
二

明
〔
朝
ヵ
〕
服
一

。〉
率
二

内
物
部
四
十
人
一

、〈
著
二

紺
布
衫
一

。〉
立
二

大
嘗
宮
南
北
門
神
楯
・

戟
一

。〈
門
別
楯
二
枚
、
戟
四
竿
、
木
工
寮
預
設
二

格
木
於
二
門
左
右
一

。
其
楯
・
戟
等
物
、
祭
事
畢
収
二

左
右
衛
門
府
一

。〉
訖
物
部
分

就
二

左
右
楯
下
胡
床
一

。〈
門
別
物
部
廿
人
、
左
右
各
十
人
、
五
人
為
レ

列
、
六
尺
為
レ

間
。〉（〈

　
〉
内
は
割
注
）
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と
あ
っ
て
（
13
）

、
石
上
・
榎
井
の
両
氏
の
名
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
延
喜
大
嘗
祭
式
に
も
見
え
て
お
り
、
す
で
に
吉
永
氏
も
注
目
し
て

い
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
は
氏
の
こ
と
を
「
石
上
」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
と
さ
ら
に
物
部
と
は
呼
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
む
し
ろ
大
嘗
祭
に
お
け
る
物
部
に
は
、
内
物
部
と
い
う
別
の
武
人
集
団
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
物
部
の
存
在
は
既
に
神
亀
元

年
の
聖
武
天
皇
即
位
に
伴
う
大
嘗
会
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
14
）

、
漠
然
と
し
た
武
官
を
さ
し
て
い
う
語
を
、
旧
来
の
伝
統
を
理

由
に
氏
族
呼
称
と
し
て
大
嘗
会
の
場
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
想
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
こ
の
点
だ
け
で
は
、『
万
葉
集
』
が
『
日
本
書
紀
』
と
同
様
に
伝
統
的
場
面
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
記
載
し
た
こ
と
に
よ
る
と

考
え
る
余
地
も
存
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
要
点
で
あ
る
、
そ
も
そ
も
こ
の
歌
が
大
嘗
祭
で
詠
ま
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
補
強
を
試
み
た
い
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
賀
茂
真
淵
が
頭
註
に
お
い
て
示
し
た
、「
大
嘗
に
神
楯
は
あ
れ
ど
、
弓
は
射
ね
ば
、
鞆
の
音
よ
し
な
し
」
と

い
う
説
明
で
あ
る
。
右
に
引
い
た
『
貞
観
儀
式
』
を
再
度
見
て
み
る
と
、
賀
茂
真
淵
の
指
摘
す
る
通
り
、
本
歌
の
要
と
な
る
「
鞆
の
音
」

が
生
じ
る
よ
う
な
儀
礼
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
歌
を
大
嘗
祭
に
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
、「
物

部
乃
大
臣
」
を
大
嘗
祭
に
供
奉
す
る
石
上
麻
呂
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
契
沖
説
は
捨
象
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
「
物
部
乃
大
臣
」
を
石
上
麻
呂
と
す
る
部
分
に
付
随
す
る
形
で
、
吉
永
説
の
検
討
を
も
行
っ
て
お
こ
う
。
吉
永
説
は
、
契
沖
の
よ

う
に
本
歌
を
大
嘗
会
に
は
結
び
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
遷
都
直
前
の
警
戒
態
勢
の
中
で
、
石
上
麻
呂
が
遷
都
を
強
行
す
べ
く
「
楯
を
立

て
る
」、
す
な
わ
ち
軍
営
を
設
け
た
り
諸
門
を
固
め
た
り
し
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
契
沖
説
と
比
較
し
て
、
平
城
遷
都
へ
と
向
か
う
和

銅
元
年
と
い
う
時
代
性
を
意
識
し
た
見
解
と
い
え
よ
う
。
た
だ
吉
永
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
石
上
麻
呂
が
遷
都
政
策
に
主
導
的
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
や
や
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
三
月
辛
酉
（
十
）
条
に
は
、

始
遷
二

都
于
平
城
一

。
以
二

左
大
臣
正
二
位
石
上
朝
臣
麻
呂
一

為
二

留
守
一

。
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と
あ
っ
て
、
平
城
遷
都
の
そ
の
日
に
石
上
麻
呂
は
藤
原
京
の
留
守
官
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
15
）

。
も
ち
ろ
ん
留
守
官
は
あ
く
ま
で
「
行

幸
か
遷
都
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
、
政
務
上
の
課
題
か
ら
」
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
16
）

か
ら
、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
直
ち
に
石
上

麻
呂
が
遷
都
に
賛
成
し
て
い
る
か
反
対
し
て
い
る
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
遷
都
政
策
の
中

心
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
遷
都
の
そ
の
日
に
留
守
官
に
な
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
な
お
論
証
が
必

要
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
彼
が
遷
都
を
主
導
し
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
17
）

。

　
以
上
、
当
該
歌
の
「
物
部
乃
大
臣
」
に
つ
い
て
は
、
契
沖
説
・
吉
永
説
を
捨
象
し
た
上
で
解
釈
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論

じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
契
沖
説
の
反
証
と
し
て
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
賀
茂
真
淵
説
に
つ
い
て
、
以
下
、
章
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

三
、
賀
茂
真
淵
説
の
検
討

　
真
淵
説
の
要
点
は
、
物
部
の
大
臣
を
武
官
の
長
あ
る
い
は
大
将
軍
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
景
と
し
て
蝦
夷
征
討
に
注
目
す
る
こ

と
、
の
二
つ
に
求
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
「
物
部
乃
大
臣
」
を
大
将
軍
な
ど
武
官
の
長
と
み
る
点
に
つ
い
て
は
、
契
沖
説
が
成
立
し
え
な
い
以
上
、
通
説
の
中
で
頼
る
べ
き

見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
大
臣
」
と
い
う
漢
語
が
単
に
文
官
の
大
臣
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、『
唐
会
要
』
三
八
・
葬
に
つ

ぎ
の
よ
う
な
記
述
の
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
18
）

。

旧
制
、
凡
詔
喪
、
大
臣
一
品
、
則
鴻
臚
卿
護
二

其
喪
事
一

。
二
品
則
少
卿
、
三
品
丞
。
人
往
皆
命
レ

司
儀
示
以
制
。

　
ま
た
他
の
史
書
に
お
い
て
も
「
大
臣
」
と
い
う
語
が
本
来
文
武
を
問
わ
ず
単
に
高
官
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
曽

我
部
静
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
19
）

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
漢
語
の
「
大
臣
」
に
対
応
す
る
形
で
、「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」

と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
大
将
軍
」
と
さ
れ
る
人
物
と
は
誰
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、「
大
臣
」

な
る
語
の
意
味
を
探
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
人
物
比
定
を
行
う
こ
と
は
特
に
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
賀
茂
真
淵
説
も
一
応
具
体

的
な
人
物
へ
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
の
考
証
を
示
す
こ
と
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
淵
は
該

時
期
の
将
軍
と
し
て
、
巨
勢
麻
呂
・
佐
伯
石
湯
を
比
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
吉
永
氏
が
す
で
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
和
銅
二
年

に
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
彼
ら
を
和
銅
元
年
に
遡
及
さ
せ
て
将
軍
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
『
公
卿
補
任
』
を
も
参
照
す
る
と
、
慶
雲
五
年
（
和
銅
元
年
）
条
に
お
い
て
は
、
大
将
軍
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
参

議
の
下
毛
野
古
麻
呂
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
該
部
分
の
尻
付
に
は
、「
三
月
十
三
日
兼
二

式
部
卿
一

。
七
月
一
日
叙
二

正
四
位
下
一

。
為
二

大
将
軍
一

」
と
あ
っ
て
（
20
）

、
こ
こ
か
ら
は
和
銅
元
年
七
月
以
降
に
大
将
軍
と
し
て
下
毛
野
古
麻
呂
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
古
麻
呂
は
そ
の
没
す
る
と
き
ま
で
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
よ
う
で
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年
十
二
月
壬
寅
（
二
十
）

条
に
は
、「
式
部
卿
大
将
軍
正
四
位
下
下
毛
野
朝
臣
古
麻
呂
卒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。
以
上
か
ら
、
和
銅
元
年
段
階
で
の
大
将
軍
と

し
て
下
毛
野
古
麻
呂
を
想
定
す
る
こ
と
が
妥
当
と
い
え
る
。

　
な
お
こ
こ
で
次
に
当
該
歌
に
お
い
て
大
将
軍
が
楯
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
。「
楯
を
立
て
る
」
と

い
う
語
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
大
将
軍
が
楯
を
立
て
る
こ
と
を
言
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
楯
を
立
て
る
こ
と
を
含
め
て
「
陣
容
を
整
ふ
る

さ
ま
」
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
22
）

も
併
せ
て
採
用
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
物
部
の
大
臣
楯
立
つ
ら

し
も
」
は
、「
大
将
軍
下
毛
野
古
麻
呂
が
楯
を
立
て
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、陣
容
を
整
え
て
い
る
ら
し
い
」
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
大
将
軍
と
い
う
職
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
か
か
る
課
題
の
検
討
に
は
、
ま
ず
そ
の
職
に
あ
る
下
毛
野
古
麻
呂
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ

こ
で
は
、
古
麻
呂
の
経
歴
の
検
討
を
通
じ
て
大
将
軍
と
い
う
職
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
下
毛
野
古
麻
呂
は
大
宝
律
令
の
制
定
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
五
月
に
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は
参
議
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
四
月
に
は
兵
部
卿
に
任
じ
ら
れ
、
和
銅
元
年
三
月
に
式
部
卿
へ
と
遷
任
し

て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
さ
き
に
引
い
た
『
公
卿
補
任
』
尻
付
に
よ
れ
ば
、
式
部
卿
遷
任
の
四
か
月
後
に
、
彼
が
大
将
軍
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
律
令
制
下
で
最
初
の
兵
部
卿
で
あ
る
大
伴
安
麻
呂
も
和
銅
七
年
に
大
将
軍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
兵
部

卿
就
任
者
と
大
将
軍
と
の
関
係
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
大
将
軍
と
は
ど
の
よ
う
な
地
位
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
養
老
軍
防
令
24
将
帥
出
征
条
に
は
、

凡
将
帥
出
レ

征
、
兵
満
二

一
万
人
以
上
一

、
将
軍
一
人
、
副
将
軍
二
人
、
軍
監
二
人
、
軍
曹
四
人
、
録
事
四
人
。
五
千
人
以
上
、
減
二

副
将
軍
、
軍
監
各
一
人
、
録
事
二
人
一

。
三
千
人
以
上
、
減
二

軍
曹
二
人
一

、
各
為
二

一
軍
一

。
毎
レ

惣
二

三
軍
一

、
大
将
軍
一
人
。

と
あ
っ
て
（
23
）

、「
将
軍
」
を
「
大
将
軍
」
と
近
似
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
出
兵
に
際
し
て
総
指
揮
官
と
な
る
地
位
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
た
だ
下
毛
野
古
麻
呂
の
場
合
は
、
そ
れ
以
前
に
兵
部
卿
に
就
い
て
い
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
、
そ
の
兵
部
卿

の
職
掌
を
見
て
お
く
と
、
養
老
職
員
令
24
に
、

掌
、
内
外
武
官
名
帳
、
考
課
、
選
叙
、
位
記
、
兵
士
以
上
名
帳
、
朝
集
、
禄
賜
、
假
使
。
差-

二

発
兵
士
一

、
兵
器
、
儀
仗
、
城
隍
、

烽
火
事
。

と
あ
る
（
24
）

。
右
に
引
い
た
令
文
は
養
老
職
員
令
で
あ
る
が
、
大
宝
官
員
令
に
も
同
様
の
令
文
が
存
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
か
る

経
験
を
持
つ
人
物
が
大
将
軍
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
、
兵
部
諸
司
の
統
括
を
図
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
よ
り
兵
部
諸
司
の
統
括
に
特
化
し
た
武
官
の
高
官
と
し
て
、
大
将
軍
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
宝
律
令
施
行
後
間
も
な

い
時
期
で
あ
る
と
い
う
点
も
、
右
の
よ
う
な
大
将
軍
の
性
格
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
よ
り
支
持
す
る
証
拠
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
真
淵
説
を
次
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
結
論
と
し
て
の
新
説
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
「
物
部
乃
大

臣
」
と
は
、
武
官
の
高
官
を
指
す
も
の
で
、
具
体
的
に
は
大
将
軍
下
毛
野
古
麻
呂
が
比
定
さ
れ
る
こ
と
、
彼
が
陣
容
を
整
え
る
と
い
う
こ
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と
は
、
蝦
夷
征
討
に
際
し
軍
備
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
七
六
番
元
明
天
皇
御
製
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、「
物
部
乃
大
臣
」
の
訓
及
び
解
釈
の
整
理
を
中
心
に
検
討
を
加
え
た
。
そ
し
て
「
物
部

乃
大
臣
」
は
「
も
の
の
ふ
の
お
ほ
ま
へ
つ
き
み
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
り
、「
大
臣
」
と
は
こ
こ
で
は
「
モ
ノ
ノ
フ
」、
つ
ま
り
武
人
の
な
か

で
の
高
官
を
さ
す
語
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
稿
で
の
論
証
を
踏
ま
え
て
、
当
該
歌
全
体
の
解
釈
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
勇
壮
な
兵
た
ち
が
鞆
を
鳴
ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
将
軍
下
毛
野
古
麻
呂
が
軍
の
陣
容
を
整
え
つ
つ
あ
る
ら
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
、「
大
臣
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
奈
良
時
代
に
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も

一
定
の
見
解
が
得
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
文
官
・
武
官
を
問
わ
ず
、
広
く
上
級
の
官
職
を
さ
す
語
と
し
て
「
大
臣
」「
オ
ホ
マ

ヘ
ツ
キ
ミ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
彙
は
、
お
そ
ら
く
曽
我
部
氏
の
論
考
に
触
れ
ら
れ
た
よ
う

に
、
中
国
史
籍
の
用
法
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
そ
う
し
た
単
な
る
高
官
と
し
て
の
「
大
臣
」
／
「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」
か
ら
、
律
令
制
大
臣
と
い
う
特
定
の
官
職
を
指
す
「
大

臣
」
／
「
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
」
が
ど
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
、

律
令
制
大
臣
に
対
す
る
地
位
の
規
定
が
極
め
て
多
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
25
）

。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
単
な
る
高
官

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
機
構
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
が
高
め
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
律
令
制
大
臣
は
設
計
・
創
出
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
奈
良
時
代
、
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
政
治
過
程
か
ら
の
実
証
が
改
め
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
、
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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註（
１
） 

土
居
「「
大
臣
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

　
―
日
本
古
代
「
大
臣
」
研
究
史
再
考
―
」（『
研
究
年
誌
』（
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
）
六
一
、二
〇
一
七

年
三
月
）。

（
２
） 「『
楯
立
つ
ら
し
も
』
の
背
後
に
あ
る
も
の
」（『
国
文
学
』（
関
西
大
学
国
文
学
会
）
二
九
、一
九
六
〇
年
一
〇
月
）、
七
頁
。
ま
た
そ
の
後
の
批

判
を
踏
ま
え
て
、「『
楯
立
つ
ら
し
も
』
の
背
後
に
あ
る
も
の

　
―
追
考
―
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
、一
九
七
一
年
三
月
）

も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
論
旨
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

（
３
） 

福
島
行
一
「
元
明
天
皇
御
製
歌
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
」（『
防
衛
大
学
校
紀
要 

人
文
・
社
会
科
学
編
』
一
三
、一
九
六
六
年
）、森
田
康
之
助
「
和

銅
元
年
戊
申
元
明
天
皇
御
製

　
解
釈
学
的
試
論
」（『
國
學
院
雑
誌
』 

九
一
―
七
、一
九
九
〇
年
）
な
ど
。
こ
う
し
た
背
景
と
し
て
は
、
本
歌
の

成
立
事
情
に
つ
い
て
の
考
察
が
主
と
な
っ
て
お
り
、
字
句
の
解
釈
に
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
４
） 

諸
本
の
略
記
方
法
は
『
校
本
万
葉
集
』
に
よ
る
。
ま
た
注
釈
書
の
列
記
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
万
葉
」「
万
葉
集
」
と
い
う
語
を
省
略

し
た
形
、
ま
た
は
叢
書
名
で
記
載
し
た
。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
表
記
に
従
う
。

（
５
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
全
注
』
一
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）、
二
七
六
～
二
七
七
頁
。

（
６
）
佐
佐
木
信
綱
編
『
萬
葉
辞
典
』（
有
朋
堂
、
一
九
四
七
年
）、「
も
の
の
ふ
」
の
項
。

（
７
）
久
松
潜
一
校
訂
代
表
『
契
沖
全
集
』
一
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）、
三
九
五
～
三
九
六
頁
。

（
８
）『
賀
茂
真
淵
全
集
』
一
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
七
年
）、
八
五
～
八
六
頁
。

（
９
）
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
『
万
葉
集
』
一
（
日
本
古
典
文
学
全
集
２
、
小
学
館
、
一
九
七
一
年
）、
一
〇
一
頁
。

（
10
） 

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
68
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
五
〇
〇
～

五
〇
一
頁
。

（
11
） 

伊
藤
博
前
掲
註
（
５
）、
二
七
六
頁
。
ま
た
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
、
五
〇
〇
頁
の
注
一
四
（
青
木
和
夫
分
担
）
に
お
い
て
も
、

「
即
位
式
の
よ
う
な
伝
統
的
行
事
に
奉
仕
す
る
と
き
は
負
名
氏
と
し
て
物
部
と
名
乗
る
」
と
し
て
い
る
。

（
12
） 

青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
校
注
『
続
日
本
紀
』
一
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）、
一
二

～
一
五
頁
。

（
13
） 『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
』
三
一
（
明
治
図
書
、
一
九
五
四
年
）、
一
〇
三
頁
。

（
14
） 『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
十
一
月
己
卯
（
二
十
三
）
条
に
、「
己
卯
、
大
嘗
。
備
前
国
為
二

由
機
一

、
播
磨
国
為
二

須
機
一

。
従
五
位
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下
石
上
朝
臣
勝
男
、
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
、
従
六
位
上
石
上
朝
臣
諸
男
、
従
七
位
上
榎
井
朝
臣
大
嶋
等
、
率
二

内
物
部
一

、
立
二

神
楯
於
斎
宮
南
北

二
門
一

」
と
あ
る
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
13
『
続
日
本
紀
』
二
、一
五
六
～
一
五
七
頁
）。

（
15
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
『
続
日
本
紀
』
一
、一
六
〇
～
一
六
一
頁
。

（
16
）
大
友
裕
二
「
八
世
紀
に
お
け
る
行
幸
と
留
守
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
七
、二
〇
一
四
年
）、
九
五
頁
。

（
17
） 

ま
た
和
銅
年
間
は
、
藤
原
不
比
等
が
勢
力
を
伸
張
し
始
め
た
時
期
で
あ
り
、
和
銅
元
年
三
月
に
石
上
麻
呂
が
左
大
臣
と
な
る
一
方
で
、
藤
原

不
比
等
が
右
大
臣
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
野
村
忠
夫
氏
は
「
不
比
等
の
実
質
的
権
力
の
座
は
、
確
立
化
の
方
向
を
ふ
み
出
し
た
」

と
み
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
石
上
麻
呂
が
当
時
遷
都
を
主
導
で
き
る
ほ
ど
の
権
力
を
行
使
し
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
野
村
忠
夫
「
和
銅
元
年
体
制
」（『
律
令
政
治
の
諸
様
相
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
一
三
二
頁
。

（
18
）『
唐
会
要
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
八
〇
八
頁
。

（
19
） 

曽
我
部
静
雄
「
左
遷
と
左
右
大
臣
」（『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
、
初
出
は
一
九
五
六
年
）、

二
四
七
頁
。

（
20
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）、
一
一
頁
。

（
21
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
『
続
日
本
紀
』
一
、一
五
六
～
一
五
七
頁
。

（
22
）
山
田
孝
雄
『
万
葉
集
講
義
』（
宝
文
館
、
一
九
二
八
年
）、
三
三
六
頁
。

（
23
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令
義
解
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）、
一
八
八
～
一
八
九
頁
。

（
24
）
前
掲
註
（
23
）『
令
義
解
』、
四
三
頁
。

（
25
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
第
四
回
若
手
研
究
者
の
集
い
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、「
律
令
制
大
臣
の
地

位
的
特
質
」
と
題
し
て
口
頭
報
告
を
行
っ
た
。
ま
た
報
告
内
容
を
も
と
に
、「
律
令
制
大
臣
の
地
位
的
特
質

　
―
日
本
令
に
お
け
る
「
職
分
」

概
念
の
検
討
を
中
心
に
―
」
を
『
史
学
論
叢
』（
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
別
冊
）
佐
藤
信
先
生
退
職
記
念
特
集
号
、
二
〇
一
八
年
三

月
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。


